
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

案に関する意見募集の結果について 

 

 

                       法務省民事局民事第二課 

 

 

 令和４年１１月１８日（金）から同年１２月１７日（土）まで、相続等によ

り取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案（以下「省令

案」という。）に関する意見の募集を行いましたところ、提出者単位で２７件

の御意見（団体５件、個人２２件）が寄せられました。 

 お寄せいただいた御意見の概要及びそれに対する法務省の考え方について、

別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 

 なお、取りまとめの都合上、御意見を条文の類型ごとに適宜整理させていただ

いております。また、本件に直接関係がない御意見についての回答は差し控えさ

せていただきますが、今後の制度改正等を検討するための参考とさせていただ

きます。 

 おって、本件に係る省令案は、「相続等により取得した土地所有権の国庫へ

の帰属に関する法律施行規則」として、令和５年１月１３日（金）に公布され

ましたので、お知らせします。 

 御協力ありがとうございました。
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（別紙） 

 御意見の概要 御意見に対する考え方 

番号 省令案第１条関係 

１ 

 

省令案第１条但書について、いずれかの管轄

法務局長に対して承認申請書が提出されたと

きは、当該提出がされた管轄法務局長がその

後の審査を取り扱うものと考えられるが、そ

の具体的な在り方については、通達等で明ら

かにすべきである。 

省令案第１条第１項但書の場合の取扱いは御認識のとおりです。

この点については通達や法務省ホームページ等で明らかにする

予定です。 

２ 省令案第１条及び第２条について、承認申請

に係る法務局は、原則としてその本局のみを

予定しているものと考えられるところ、例え

ば、本局以外の管轄内にある承認申請に係る

土地の実地調査や承認申請者又はその代表者

若しくは法定代理人（以下「承認申請者等」と

いう。）に対する事実の聴取については、例え

ば、事実の調査に係る現地立会い等において

任意代理人等の承認申請者等が別途選任する

者の参加を許容する、あるいは、承認申請者等

の住所等最寄りの法務局における事情聴取を

可能とする等の運用等を整備すべきである。 

現地での立会い等が必要になる場合には、承認申請者のほか承認

申請者が指定する者の同行を認めることとしており、この点につ

いては通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。 

３ 帰属法、帰属政令と本省令案の規定からする

と申請代理人による承認申請を想定していな

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等の考え方につい

ては、法務省ホームページで明らかにしています。 
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いと思慮するが、一方、国庫帰属承認手続は専

門家の関与が必要な手続であることからその

サポートも必要であると考える。このため本

省令案で法務局に対する手続であることが定

められたことから、法務局に提出する書類の

作成及びその相談を業として行う事が可能な

士業に申請の際の同行、申請人が出頭できな

い場合の提出代行などの申請代行手続を認め

るべきではないか。 

 省令案第２条関係 

４ 省令案によれば、本手続は書面申請を前提に

しているが、将来的には電子申請、費用の電子

納付が採用されることを希望する。 

今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいりま

す。 

５ 共有地について国庫帰属の承認申請を行う場

合、記名押印は１枚の承認申請書にしなけれ

ばならないか。 

省令案第２条第１項但書の場合を除き、承認申請書は一筆ごとに

一通作成することになりますが、共有者の押印を同一の用紙にす

る必要まではありません。 

６ 省令案２条第１項について、帰属法第３条第

１項第２号に代わる情報として不動産番号の

記載及び当該記載による承認申請に係る土地

の所在、地番、地目及び地積の記載の省略を許

容すべきである。 

本制度は不動産登記制度とは異なる制度であるため、不動産番号

の記載によって記載を省略することは困難です。 

７ 記名共有地等が権利能力なき社団を構成して

いる場合、承認申請は可能という理解でよい

承認申請権者は相続等により土地の所有権を取得した者とされ

ているので（帰属法第２条）、当該要件に該当する者であれば承
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か。その場合、承認申請書には権利能力なき社

団の代表者を承認申請者として記載すればよ

いか。 

認申請をすることは可能です。 

８ 省令案第２条第１項第２号の「法人であると

きはその」は同項第１号と同様に「法人である

ときは、その」の方がよい。 

また、第２条第１項第２号の「住所」は、法人

であるときは「主たる事務所の所在地」を記載

すべきではないか。 

原案のとおりとさせていただきます。 

９ 破産管財人が承認申請をすることは可能か。 法令の要件に該当すれば可能であると考えます。 

１０ 法定代理人としては、親権者、成年後見人、不

在者財産管理人、相続財産管理人及び相続財

産清算人を念頭に置いているという理解でよ

いか。 

御指摘の親権者等は、「法定代理人」に当たるものと考えられま

す。 

１１ 士業による代理申請を認めるべきである。 相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等の考え方につい

ては、法務省ホームページで明らかにしています。 

１２ 承認申請の法的書類の作成を依頼している弁

護士その他の士業の連絡先を記載することは

可能か。 

任意的記載事項として記載することは可能です。 

１３ 印鑑証明書の添付が必要な場合、法人の代表

者が登記所に印鑑を提出しているときは登記

所提出印を、法人の代表者が登記所に印鑑を

提出していないときは市町村登録印を押印す

本制度では印影の同一性を確認することにより申請内容の真実

性を確認することを予定しており、省令案第２条第１項において

法人の代表者の記名押印（印鑑は登記所に届け出たもの）を必要

としています。 
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ることになるはずである。省令案第２条第３

項第１号により、会社法人等番号を記載した

場合には、登記所に印鑑を提出しているか否

かにかかわらず、一切の印鑑証明書が不要と

なる。登記所に印鑑を提出していない場合で

あって、会社法人等番号を記載した場合には、

印鑑の照合は不可能であり、照合はしないと

いうことになる。印鑑の照合をしないような

書面について押印を求めるのは、行政手続に

おける押印の見直し方針に反している。 

印鑑の照合を行うのであれば会社法人等番号

の記載によって添付省略のできる印鑑証明書

を登記所発行のものに限るべきであり、印鑑

の照合を行わないのであれば会社法人等番号

の記載によって押印自体を不要とすべきであ

る。 

１４ 省令案第２条第３項本文及び同項第１号につ

き、商業登記法第１２条の印鑑の提出をして

いない法人が承認申請者等となるときの省令

案第２条第３項本文の印鑑に関する証明書の

取扱いとしては、例えば、法人の代表者本人に

係る本条第３項本文の印鑑に関する証明書の

添付をもって足りるとする等、当該取扱いに

本制度では印鑑の照合を行うため、省令案第２条第１項において

法人の代表者の記名押印を必要としています。 
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係る運用等を整備すべきである。 

１５ 省令案第２条第３項第２号につき、承認申請

者等が外国人であるときの当該承認申請者に

係るいわゆるサイン証明は、同号の「公証人又

はこれに準ずる者の認証」として取り扱うこ

ととすべきである。 

いわゆるサイン証明については、省令案第２条第３項第２号の

「公証人又はこれに準ずる者の認証」として取り扱うこととして

おり、この点については通達や法務省ホームページ等で明らかに

する予定です。 

１６ 省令案第２条第３項第３号につき、相続財産

清算人、不在者財産管理人及び成年後見人に

つき裁判所が発行する印鑑証明書は、所有者

不明土地管理人のそれと同様に、同号の印鑑

証明書として取り扱うこととすべきである。 

相続財産清算人、不在者財産管理人及び成年後見人につき裁判所

が発行する印鑑証明書は、省令案第２条第３項第３号の印鑑証明

書として取り扱うこととしていますが、この点については通達や

法務省ホームページ等で明らかにする予定です。 

 省令案第３条関係 

１７ 省令案に規定する添付書類では、調査が困難

であると思い、添付書類（案）を提案します。 

（添付書類） 

第三条 

・位置図、現況案内図 

・境界が確定している旨の図面（※地積更正登

記済か地積更正登記ができる図面） 

（地積測量図、国土調査図面、筆界確認書等） 

※地積測量図は、現地復元性があるものに限

る。 

・現況地目が把握できる写真等 

土地の位置及び範囲を示すための図面は、測量した成果により作

成したものである必要はないことから、原案どおりとさせていた

だきます。 



6 

 

・公図（地図訂正が必要な場合は土地所在図） 

・隣接土地の登記簿 

・隣接土地の地積測量図（写し） 

１８ 

 

承認申請手続時における、承認申請者の負担

を軽減し、円滑な承認申請手続が行われるよ

う、添付書類について、具体的な記載例、記載

事項等を早期に示されたい。 

  

通達や法務省ホームページ等で明らかにすることを予定してい

ます。 

１９ 

 

省令案第３条には添付書類が規定されている

が、これ以外に添付書類は要求されないのか。

また通常多くの許認可申請では申請人側に要

件具備のエビデンスを求められることや帰属

法第６条で事実の調査を国が行うことができ

ることとなっているが、承認申請者側として

は承認されることを望んで承認申請を行うこ

とから、法務局側の調査を待たず承認申請者

側でエビデンス等資料を提出したいと考える

ケースがあると考えられる。このような場合

に承認申請者側で資料等の提出は可能か。ま

た提出した場合に調査の省略などを検討され

るのか。 

調査の過程で調査のために必要な資料等が生じた場合には、管轄

法務局長は帰属法第６条の規定により承認申請者に対して資料

の提供を求める場合がありますが、法令で規定された添付書類以

外の資料について任意で提出することは可能であり、これらの資

料の内容によっては、調査の一部を迅速に行うことが可能になる

場合があると思われます。 

 

２０ 省令案第３条第１号によれば、相続登記未了

の土地であっても、本件手続の承認申請が可

相続等を原因として土地の所有権を取得した者は、帰属法第２条

第１項の規定に基づき、登記の有無に関わらず承認申請権限を有
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能となるようである。数次相続が発生して、相

続人調査が困難な案件でも承認申請を認める

との配慮に基づくものと考える。その一方で、

相続人の範囲が明確で共同相続の登記が申請

容易な物件でも相続登記未了のまま承認申請

が認められることは、相続登記の義務化と矛

盾するともいえる。本手続による登記手続が

どのようになるか（被相続人→相続人→国と

いう権利移転の経過が反映されるのか、又は

被相続人→国という中間省略的な登記になる

のか）にもよるが、仮に、権利移転の経過が反

映されるのであれば、相続登記部分の登記費

用を負担させるなどの処置を考える必要があ

るのではないか。いずれにせよ、国民目線から

みた「公平感」は、幅広い施策を横断的に導入

した所有者不明土地問題の全体的解決の視点

から重要ではないかと考える。 

しているため、原案のとおりとしています。なお、登記名義人に

限らず相続等により土地を取得した土地の所有者に承認申請権

限を認めることにより、所有者不明土地の発生防止という本制度

の目的に沿った結果を期待することができるものと考えます。 

２１ 省令案第３条第１号について、承認申請に係

る土地については、承認申請の前までに相続

による所有権の移転の登記又は所有権の保存

の登記を完了することが推奨されるものの、

それらの完了を必ずしも承認申請の前提要件

としていないと考えられる。この考え方につ

取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予

定です。 
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いては、通達等で明らかにすべきである。 

２２ 国庫帰属は承継取得であることから、嘱託の

移転登記の前提として、代位で相続又は遺贈

（相続人に対する遺贈に限る。）の登記を国に

おいてすることを念頭に置いているという認

識でよいか。 

御理解のとおりです。 

２３ 相続登記未了の土地についても承認申請を認

める場合、省令案第３条第１号の書面として

法務省発行の法定相続情報一覧図を添付する

ことでもよいか。 

御理解のとおりです。 

２４ 相続登記未了の土地についても承認申請を認

める場合、表題部所有者が承認申請する場合

（とりわけ、住所の表示がないなどの理由で

表題部の記載だけでは直ちに所有者が特定で

きない場合）は、何を添付すればよいか。 

省令案第３条第１号に規定する相続等により承認申請に係る土

地の所有権を取得した者であることを証する書面を添付いただ

くことになりますが、事案によって異なるため一概にお示しする

ことは困難です。 

２５ 省令案第３条第１号について、同号の「当該者

であることを証する書面」に該当する具体的

な添付書類の内容は、不動産の相続の登記に

係る登記原因証明情報と同様と考えられると

ころ、当該内容については、通達等で明らかに

すべきである。 

取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予

定です。 

２６ 相続人ではない包括受遺者による承認申請は

可能か。 

承認申請をすることはできません。 
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２７ 相続人ではない包括受遺者による承認申請を

認めない場合、登記原因は遺贈になっている

ため、登記だけでは判別できない。したがって

遺贈の場合、戸籍の添付が必要になるのか。 

御理解のとおりです。 

２８ 省令案第３条第３号関係について、基本的に

括弧書きで会社法人等番号を記載することに

なると思われるが、本号は外国会社の場合を

念頭に置いており、外国会社に資格証明書を

求めるという理解でよいか。 

省令案第３条第３号は、会社法人等番号を有しない法人の添付書

類を規定したものです。 

２９ 省令案第３条第４号の図面としては、いわゆ

る不動産登記法１４条地図、地図に準じる図

面、地積測量図が該当するという理解でよい

か。他に何が該当するか。 

不動産登記法第１４条第１項地図及び同条第４項地図のほか、国

土地理院が公開する地理院地図等が該当します。土地の位置及び

範囲が明らかであれば、図面の種類は問いません。 

３０ 省令案第３条第４号について、同号の図面と

しては必ずしも確定測量図等の精度の高いも

のに限られるわけではないと考えられるとこ

ろ、同号の図面として許容されるものの在り

方については、例えば、インターネット地図の

写しの利用を可とする等、一般国民において

準備可能な程度に柔軟なものとした上で、そ

の具体的な内容を通達等で明らかにすべきで

ある。 

省令案第３条第４号の図面は、著作権関係法令に抵触しない限り

いわゆるインターネット上の地図を活用していただく形でも差

し支えありません。詳細の取扱いについては、通達や法務省ホー

ムページ等で明らかにする予定です。 

３１ 省令案第３条第４号から第６号までについ 省令案第３条第４号から第６号までの添付書類については、承認
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て、図面又は写真に記載された情報を電磁的

記録に記録してＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ

その他の読込可能な媒体に格納したものの提

供をもって、本条第４号から第６号までの各

号の書類の添付に代えることができるように

すべきである。 

申請者に過度な負担を課すものではないため、書面による提出を

前提としています。 

３２ 省令案第３条第４号の図面について、放棄さ

れた土地の将来の利用も視野に入れて問題な

い物件かを審査する必要があると思う。よっ

て以下の図面条件を意見する。 

１ 図面作成者は土地家屋調査士を条件とし

て場所の特定をさせる。 

２ 図面には推定筆界を明示し越境物がない

ことを図示する。 

省令案第３条第４号の土地の位置及び範囲を示すための図面は、

測量した成果により作成したものである必要はないことから、原

案のとおりとさせていただきます。 

 

３３ 

 

省令案第３条第５号の写真については、国土

地理院で取得できる航空写真でよいか。 

航空写真も含まれますが、建物や工作物の有無などを確認するた

めに必要な書類であるため、最新の現況が判る写真を提出してい

ただく必要があります。 

３４ 省令案第３条第５号の写真について、撮影時

期について承認申請から３か月以内といった

期限はないか。 

撮影時期の制限はありませんが、建物や工作物の有無などを確認

するために必要な書類であるため、最新の現況が判る写真を提出

していただく必要があります。 

３５ 省令案第３条第５号の写真について、インタ

ーネットで取得できる写真（Google マップの

航空写真や Googleストリートビューの写真で

著作権関係法令に抵触しない限り、いわゆるインターネット上の

地図を活用いただく形でも差し支えありませんが、建物や工作物

の有無などを確認するために必要な書類であるため、最新の現況
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もよいか。 が判る写真を提出していただく必要があります。 

３６ 省令案第３条第５号について、山林等の広大

な土地の場合、航空写真以外では、土地の全体

を映すことができないが、土地の全体が分か

る写真である必要があるか。 

取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予

定ですが、建物や工作物の有無などを確認するために必要な書類

であるため、最新の現況が判る写真を提出していただく必要があ

ります。 

３７ 省令案第３条第５号について、本号の書類に

一見明白な不備がない限り、直ちには却下に

ならず、法務局職員の現地調査の結果、不足し

ている写真が収集できれば、承認申請当初に

本号の書類が添付されていなかった点をもっ

て却下されることはないという理解でよい

か。 

取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予

定です。 

３８ 省令案第３条第５号について、相続人には高

齢の方も多く、頻繁に相続した土地の現地調

査を行うことは不可能である。仮に士業によ

る申請代理を認めないのであれば、本号の審

査を無用に厳格化するのではなく、不備につ

いては法務局職員による現地調査で柔軟に対

応できるようにするべきである。 

御指摘も踏まえ、運用を検討してまいります。 

３９ 省令案第３条第６号について、本号は筆界を

示す境界標のみを指しているわけではなく、

境界標があればそれで足りるが、境界標がな

くても、所有権界を示す物の写真があれば足

御理解のとおりです。 
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りるという理解でよいか。 

４０ 省令案第３条第６号について、隣地境界線が

あいまいになっていることは、実際に多々あ

り、放置されているケースもあると聞く。ま

た、解決しようとしてトラブルになり、解決ま

でに長期の時間を要する場合もあると聞く

が、これに関しての特別措置や救済措置はあ

るのか。 

隣接地が山などの場合、境界がどこかが容易

にはわからないことも少なくないと思うし、

隣地所有者が行方不明の場合等もあると思

う。この添付書類が提出できない時は、承認申

請不可となってしまうのか。 

隣地境界線に関するトラブル等は巷ではよく

あるケースで、他でも問題になっている事案

でもあるので、これだけのために承認申請不

可であったりするのであれば特別措置や救済

措置等が必要だと思う。 

 

本制度を利用するには、境界が明らかでない土地その他の所有権

の存否、帰属又は範囲について争いがある土地に該当しない土地

である必要があります（帰属法第２条第３項第５号）。これに該

当するか否かは事案ごとに判断することになります。なお、隣地

所有者が所在不明であっても、本制度の利用は可能とされていま

す。 

４１ 省令案第３条第６号について、地図に準ずる

図面しかない土地の場合、当該図面上、境界点

の数が明確ではないことがあるが、この場合、

承認申請者が認識する所有権界を前提に当該

所有権界の境界点の数だけ写真を添付すれば

御理解のとおりです。 
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よいか。 

４２ 省令案第３条第６号に規定されている承認申

請に係る土地と当該土地に隣接する土地との

境界点を明らかにする写真の添付は不要であ

る。また、仮に添付を要するとしても、「境界

付近の写真」と定めるなど、不動産登記法上求

められる境界点としての精密さを要求するも

のではないことを条文上明らかにした内容と

すべきである。 

土地の位置及び範囲が不明な場合には、国が帰属した土地を管理

することが困難ですので、原案のとおりとさせていただきます。 

４３ 省令案第３条第６号について、同号の写真の

添付の趣旨が、承認申請に係る土地が帰属法

第２条第３項第５号の要件に該当しないこと

を証するためのものであると考えられるとこ

ろ、省令案第３条第４号の図面との関係性の

明示及び省令案第３条第６号の写真として許

容されるものの在り方については、例えば、写

真上に距離や座標等の記載を要しないものと

する等、一般国民において準備可能な程度に

柔軟なものとした上で、その具体的な内容を

通達等で明らかにすべきである。 

省令案第３条第６号の写真は、写真上に距離や座標の記載を求め

るものではありませんが、取扱いについて通達や法務省ホームペ

ージ等で明らかにする予定です。 

４４ 省令案第３条第７号について、書面のひな形

等、その具体的な内容を一般国民に周知すべ

きである。 

通達や法務省ホームページ等で明らかにすることを予定してい

ます。 
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４５ 省令案第３条第７号について、相続登記未了

の土地について承認申請をした場合は、追加

の書類が必要になるのか。 

相続登記を申請する場合と同様の資料が必要になります。 

４６ 省令案第３条第７号について、相続登記未了

の土地について国庫への帰属が承認された場

合、国が嘱託登記を行う際に法定相続又は遺

産分割の代位登記を行うという理解か。 

御理解のとおりです。 

 省令案第４条関係 

４７ 省令案第４条但書に、帰属政令第５条２項に

規定する隣接する二筆以上の承認申請に係る

土地の所有者が異なる場合において、これら

の者が共同して承認申請をする場合を加える

べきである。 

所有者が異なる場合に一の承認申請書による承認申請を認める

とすると、承認申請に係る審査が煩雑となることから、原案のと

おりとさせていただきます。 

 省令案第５条関係 

４８ 将来的には、オンラインによる手数料の納付

が可能となるようにすべきである。 

今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいりま

す。 

４９ 承認申請の審査開始前に当該承認申請が却下

された場合、登録免許税等における過誤納金

の還付同様に、手数料を還付すべきである。 

手数料の還付は予定していないため、原案のとおりとさせていた

だきます。 

５０ 手数料の額は、極力、低廉なものとすべきであ

る。 

御意見も踏まえ、引き続き検討してまいります。 

 省令案第６条関係 

５１ 省令案第６条第３項の「その他の不正な承認 その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面と
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申請のために用いられた疑いがある書面」に

ついて、その立法趣旨及び当該書面の具体的

内容を、通達等で明らかにすべきである。 

しては、盗用されたもの、不正な方法で交付を受けたもの等が該

当しますが、取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明ら

かにする予定です。 

 省令案第７条関係 

５２ 省令案第７条第２項について、承認申請と同

時に売却を並行して進めることがあり得る

が、承認決定が出る際は承認申請書に記載し

た連絡先に事前に連絡をすべきではないか。

売却の可能性があるものまで国庫帰属させる

のは望ましくない。 

承認後に負担金を支払うことにより土地を国庫に帰属させるか

どうかは、承認申請者の意思に委ねられています。 

 省令案第８条関係 

５３ 省令案第８条第 1 項について、承認申請書提

出後に訂正・補正が必要なことが判明した場

合、承認申請書類が返還され、同項の訂正方法

をとる必要があるのか。実務的にどのような

訂正フローになるか。 

具体的な取扱いについては、通達や法務省ホームページ等で明ら

かにする予定です。 

５４ 省令案第８条第２項について、ページ番号を

記載するだけで足り、契印は必要ないという

理解でよいか。 

御理解のとおりです。 

５５ 省令案第８条第２項の「その他の必要な措置」

について、その具体的内容を通達等で明らか

にすべきである。 

その他の必要な措置としては、承認申請書が散逸しないよう、ス

テープラー等でとじることなどが該当しますが、取扱いについて

は通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。 

 省令案第９条関係 
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５６ 

 

省令案第９条第１項について、許容される信

書便の具体的内容を通達等で明らかにすべき

である。 

日本郵便株式会社が取り扱うレターパックプラスなどが想定さ

れますが、取扱いについては通達や法務省ホームページ等で明ら

かにする予定です。 

 省令案第１０条関係 

５７ 省令案第１０条第１項から第３項について、

原本還付をすることができる添付書類につい

ては、可能な限り、いわゆる窓口還付の取扱い

を許容すべきである。 

承認申請者から早期の原本還付が求められた場合などにおいて

は、審査に支障のない範囲内で柔軟な対応を取ることも想定され

ますが、具体的な取扱いについては通達や法務省ホームページ等

で明らかにする予定です。 

５８ 省令案第１０条第１項について、共有地の場

合は誰に還付するのか。 

承認申請者として連絡先が記載されている方に連絡して調整す

ることになります。 

 省令案第１１条関係 

５９ 承認申請者は受付番号をどうやって知るの

か。受理した旨の書類が届くのか。 

受付番号を知りたい方には、受付時に受付番号をお知らせする予

定です。 

 省令案第１２条関係 

６０ 負担金納付後から嘱託登記までに承認申請者

が死亡した場合、どのような処理になるのか。 

帰属法第１１条第１項により、負担金を納付した時点で所有権が

国庫に帰属します。 

６１ 申出の期間について、６０日は短い。６０日よ

り後に地位を承継したいと思った場合に、再

度承認申請が必要になるが、そうなると法務

局にも承認申請者にも二度手間ないし負担に

なるだけである。また、共有地の承認申請の場

合、共有者の死亡を他の共有者が知り得ない

場合がある。承認申請者には高齢者も少なく

手続を一定期間以上不確定な状態とすることは適切ではないこ

とから、原案のとおりとさせていただきます。 
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ないため、共有地の場合、複数の者が死亡する

可能性もある。 

６２ 承認申請中に共有持分を取得した法人も本条

の手続を利用できるという理解でよいか。 

当該法人が帰属法第２条第２項の承認申請をすることができる

者に該当する場合は、省令案第１２条の承継の申出をすることが

可能です。 

６３ 省令案第１２条第３項について、申出の添付

書類については、基本的に相続関係を示す書

類があれば足りると思われるが、本項特有の

書類（通常の場合と異なる追加的な資料）はあ

るか。 

事案によって異なるため、一概にお示しすることは困難です。 

６４ 省令案第１２条について、承認申請者が負担

金を納付するまでに死亡等した場合、新承認

申請権者の申出可能期間を「取得の日」として

いる点を「取得したことを知った日」と定める

べきである。 

客観性等の観点から原案のとおりとさせていただきます。 

６５ 省令案第１２条について、新承認申請権者か

らの申出が期間内に行われなかった場合の取

扱いを明らかにすべきである。 

御意見等を踏まえ検討します。 

６６ 省令案第１２条について、共有土地について

の承認申請である場合において、共有者の一

人に生じた死亡等の理由により新承認申請権

者からの申出が期間内に行われなかった場

合、他の共有者全部の承認申請あるいは承認

土地が数人の共有に属する場合には、承認申請は共有者の全員が

共同して行うときに限りすることができるとされていることか

ら（帰属法第２条第２項）、原案のとおりとさせていただきます。 
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の効力が喪失することにつき何らかの救済制

度を設けるべきである。 

６７ 省令案第１２条第１項について、承認申請か

ら負担金の納付までの期間がなるべく短期に

なるよう、帰属制度における審査等の運用を

整えるべきである。 

いただいた御意見については、今後の運用の検討に当たって参考

とさせていただきます。 

６８ 省令案第１２条第１項について、例えば、承認

申請に係る土地についての住居表示実施等に

よる地番の変更等、本条第１項が想定する承

認申請者の相続の開始以外の事情変更につい

ても、本条第１項（又はそれに類似する制度）

の対象とする等して救済すべきである。 

御指摘の変更については、省令案第３条第１号の疎明資料として

住民票の写し等を提出いただくことで承認申請に係る土地の同

一性を判断することが可能であると考えます。 

６９ 省令案第１２条第１項について、承認申請の

後に当該承認申請に係る土地の所有権者に相

続が発生した場合の本条第１項の申出をする

ことができる者は、その相続人の全員又は当

該相続によって終局的に当該土地を承継取得

した者に限るべきである。 

省令案第１２条第１項の規定により申出をすることができる者

は、帰属法第１１条第１項の規定による負担金の納付がされるま

での間に承認申請者から所有権の全部又は一部を取得した者で

あって、帰属法第２条第１項又は第２項の承認申請をすることが

できる者とされています。 

７０ 省令案第１２条第１項について、帰属法第１

０条第３項の負担金の納付の期限が省令案第

１２条第１項の申出期間の終期よりも前に到

来するときは、当該期限を当該終期まで伸長

すべきである。 

承認申請者に死亡等の承継事由が発生した場合には、速やかに管

轄法務局に連絡するよう、通達や法務省ホームページ等で周知す

る予定であり、納付期限の伸長は予定していません。 



19 

 

７１ 省令案第１２条第１項について、所有権の登

記名義人が被相続人のままである土地につい

てその相続人全員が承認申請を行い、その後

の遺産分割や相続放棄等に基づき相続人が当

該土地の一部又は全部を終局的に承継取得し

た場合における本条第１項の申出の要否を、

通達等で明らかにすべきである。 

通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。 

 省令案第１３条関係 

７２ 承認申請書に省令案第１３条第１項に規定す

る者の記名押印がある境界確認書を添付した

ときは、本条第１項の通知等の省略を許容す

べきである。 

いただいた御意見については、今後の運用の検討に当たって参考

とさせていただきます。 

７３ 承認申請後に補正があった場合や追完があっ

た場合、現地調査で承認申請書と異なる事実

が判明した場合にも、隣接地所有者への通知

をするべきである。 

御指摘を踏まえ運用を検討してまいります。 

７４ 省令案第１３条により、省令案第３条第４号

から第６号までの書類の写しが隣接地所有者

に送付され、異議が出た場合も、当該隣接地所

有者との間で当該異議を解消する旨の合意書

が提出された場合は、帰属法２条３項５項の

要件は満たさないという理解でよいか。 

御理解のとおりです。 

 省令案第１５条関係 
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７５ 省令案の「第十五条 相続等により取得した

土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行

令（以下「令」という。）第四条第二号に規定

する…」の箇所については、正しくは『第四条

第一項第二号に規定する…』となるのではな

いか。 

御指摘のとおり修正いたします。 

 省令案第１６条関係 

７６ 省令案第１６条第２号につき、同号に代わる

情報として不動産番号の記載及び当該記載に

よる承認申請に係る土地の所在、地番、地目及

び地積の記載の省略を許容すべきである。 

本制度は不動産登記制度とは別の制度であるため、不動産番号の

記載によって記載を省略することは困難です。 

 省令案第１７条関係 

７７ 承認申請者が２人以上であるときは、次のと

おりとすべきである。 

（１）承認申請者への負担金の割付けに係る

運用等を整備すべきである。 

（２）例えば、省令案第１７条第２項の通知の

際に承認申請者全員から納入告知書又は納付

書の送付先を別途届け出させる等、負担金が

二重納付とならない運用等を整備すべきであ

る。 

（１） 負担金の分担割合については、承認申請者間で調整いた

だくことになります。 

（２) 御指摘を踏まえ、二重納付とならないような運用となる

よう検討してまいります。 

 省令案第２０条関係 

７８ 承認申請後の承認前・承認後のそれぞれの場 本意見照会の対象外ではありますが、自治体への情報提供につい
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面で、自治体への情報提供はどのようになさ

れるのか。 

ては、承認申請者に意思を確認した上で承認前に行う運用を予定

しています。 

 省令案第２２条関係 

７９ 委任しているものとそうでないものの違いは

何か。また、但書はどのような場面で想定され

ているか。 

性質上委任することが可能と考えられる権限について委任して

います。但書は、法務大臣が自ら対応することが適当な事案があ

る場合に、対応が可能な権限を明示したものです。 

 省令案第２３条関係 

８０ 各種書類が法務省、法務局等に備えられるが

承認実例の検証のために情報開示請求の対象

になるのか。また、もし開示対象にならない場

合でも、承認実例は承認申請手続を行う際に

参考になるため、法務省で積極的に実例の情

報提供などを検討してほしい。 

本制度に関する行政文書は、情報公開法に基づく開示請求の対象

となります。なお、承認事例を公表することについては、御意見

も踏まえ検討してまいります。 

８１ 法務省決定原本つづり込み帳及び承認申請書

類つづり込み帳につづり込まれた書類につい

ては、承認申請等のオンライン化を待つまで

もなく早期にデジタル化に着手すると共に、

当該デジタル化した情報については、その保

管期限を永久とすべきである。 

今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいりま

す。 

 省令案第２４条関係 

８２ 保存期間はどれも１０年以上とすべきと考え

る。 

また、電磁的記録を作成し、電磁的記録につい

御意見等を踏まえ、引き続き検討してまいります。 
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ては基本として永年保存（あるいはとりあえ

ず１５０年等（それくらい保存するなら永年

保存でよいと考えるが。））を行うべきと考え

る 

（親族が見つからなかったり、関係者が知ら

ない間に不適切な処理がされた場合の回復性

については確保を行っておくべきと考え

る。）。 

 その他 

８３ 一筆一地目が原則であるが、一筆複数地目が

ある場合の手続きが設けられていない 

（通常は、分筆が必要。それぞれの地目面積が

分かる図面）。 

帰属政令第４条第１項各号のいずれかの土地の区分となります

ので、原案のままとさせていただきます。 

８４ 帰属政令第３条第４項第４号「所有権が国庫

に帰属した後に法令の規定に基づく処分によ

り国が通常の管理に要する費用以外の費用に

係る金銭債務を負担することが確実と認めら

れる土地」について、どのような土地が該当す

るか省令で具体的に記載されるかと期待した

のですが、含まれていませんでした。 

地域の土地改良区で整備した農地について

は、年間の排水設備費等の管理費を土地改良

組合に払うことが通常です。国策として開墾

本意見照会の対象外ではありますが、年間の排水設備費等の管理

費を要する土地については、帰属政令第３条第３項第４号に該当

し、承認することができないものと考えられます。 

いただいた御意見については、今後の運用の見直しに当たっての

参考とさせていただきます。 
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した農地についても国庫への帰属が出来なけ

れば法の目的を達することができません。 

このような農地についても対象となること

を、明記することが必要と考えます。 

８５ １．森林に係る国庫帰属承認申請の段階にお

いて、以下の手続・対応を取るべき。 

 国は、承認申請権者に対し森林経営管理制

度の概要を説明するとともに、承認申請に係

る土地が属する市町村に対し承認申請者の情

報を提供すること。 

国から情報提供を受けた市町村は、承認申請

権者に対し、森林経営管理法に基づく経営管

理の委託について意向の有無を聴取するこ

と。 

承認申請権者が経営管理の委託に応じる場合

にあっては、森林経営管理制度に基づき、市町

村が公的に管理もしくは、経営管理権を設定

し林業経営者に再委託の手続を行うこと。 

 承認申請に係る土地が属する市町村を管轄

する森林組合に情報を提供し、経営管理権設

定意向の有無について聴取すること。 

 隣接地所有者への通知の際に、森林施業の

集約化等に係り当該相続土地の譲渡・寄附受

本意見照会の対象外ではありますが、本制度における国庫への帰

属に先立ち、地方公共団体に情報提供を行うなど、土地の有効活

用を検討するための運用についても、引き続き検討してまいりま

す。 
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け等意向の有無について聴取すること。 

２．国庫帰属後の対応 

 国庫に帰属した森林については、当該帰属

森林の属地状況をホームページ等で開示する

とともに、当該帰属森林が属する市町村、森林

組合等に情報を提供し、森林施業の集約化等

に係り当該森林の譲渡・買い受け等を希望す

る者に対して、簡易・簡便な手法で譲渡等を可

能とする制度を設けること。 

 国庫帰属森林の売払いにあたっては、国庫

帰属財産の性格に鑑み、一般競争入札ではな

く、最低売払い価格を公表した随意契約を可

能な制度とする等、買い受け希望者が容易に

取得できる環境を整えること。 

 


